
Ⅲ 組織的対応 （別紙４）

いじめは未然に防ぐことが最良であるが、万一発見した場合にはいじめ対策委員会を中心に組織的に対応する。特定の教職
員がひとりで抱え込んだり、隠したりすることなく、学年や学校全体で組織的に対応することが大切である。取り組みに当
たっては迅速な対応をこころがけ、情報を得たその日のうちに方針を決定し対応することとする。ただし、重大事態や加害者、
被害者の意識にずれのある場合、ネット関連、保護者対応のトラブル等については把握した状況を十分に検討し、関係機関と
も連携の上、慎重に対応する。

未然防止 １ 日々の児童観察 １ 休み時間等の雑談を心がけ、人間関係に目を配る
２ 面談、カウンセリング ２ 教員の目の届きにくい場所などを巡回する
３ いじめアンケート ３ 普段と違う言動が見られたらじっくり話を聞く
４ 情報収集 ４ 家庭とも連絡を取り、情報収集に努める

５ 場合によっては、地域にも協力を求める

いじめ発見 担任・関係教職員 いじめ問題対策委員 迅速な対応を

事実確認 １ 加害者、被害者
２ 時間、場所 指導体制 児童への指導 再発
３ 内容 情報共有 方針決定 児童への支援 防止
４ 背景、原因 不安を取り除く
５ 期間 保護者との連携

関係機関 被害者への対応（１受容→２安心→３見通し→４自信・回復 被害者の保護者への対応
→５成長） ・速やかに正確な事実を知らせ、今後の

１ つらい気持ちを受け入れ、共感することで心の安定を 対応について保護者の思いを聞き、
図る 誠意ある対応で信頼関係を築く

２ 「最後まで守る」「秘密を守る」ことを伝え学校は味方 ・いじめを防止する方法について保護者
であることを示す と協議する

３ 具体的支援策を示し、必ず解決できることを伝える ・学校の方針への理解を求める
４ 自尊感情を高められるよう配慮する ・今後も家庭との連携を図る
５ 自立を支援し、いじめを克服させる
※一緒に考え、行動することで被害生徒のエンパワーメント 保護者からの相談の対応
を高め、いじめを克服させる力をつけさせる ・保護者がいじめられていると思いこん

で相談してきた場合、クレーム扱いせ
ず、丁寧に事実確認をする

【教職員研修】 加害者への対応（１確認→２内省→３処遇→４相談・連携 ・事実が確認できない場合は、そのこと
・カウンセリン →５回復） を丁寧に説明し、理解を求め、引き続
グマインド研 １ いじめた気持ちや背景にも目を向け指導する き見守っていくことを伝える
修 ２ いじめられる側の気持ちを認識させる

・人権教育研修 ３ 事の重大さを認識させるとともに粘り強く指導する 加害者の保護者への対応
・情報モラル研 ４ 必要があれば関係機関に連絡する ・速やかに事実を伝え、家庭での話し合
修 ５ 表面的な解決にならないよう、継続して様子をみる いを促す

※孤立感を与えないようにするなど一定の教育的配慮をし、 ・保護者の心情を理解し、訴えを聞く
心理的ケアを行う。 ・いじめを防止する方法について保護者

協議する
・立ち直りへの協力を求める
・被害者への謝罪について話し合う

傍観者・クラスへの対応
・当事者たけの問題にとどめず、学級、学年、学校全体の問題としてとらえる
・見て見ぬふりをすることも、いじめを肯定していることを理解させる
・被害者の苦しさを理解させ、いじめを止められなかった心の弱さに気づかせる

訴えは児童か保護者からが多い
ネット上でのいじめが発生した時の対応

書き込み確認・保存 削除されない場合
いじめ発見・相談 掲示板管理者へ削除依頼 県警本部サイバー犯罪対策課

プリントアウト 法務局人権擁護課等に相談
カメラ撮影

☆児童への指導ポイント
１ 掲示板等ネットでの誹謗・中傷等の書き込みを行うことはいじめであり、決して許されることではないこと
２ 匿名で書き込んでも、書き込みを行った個人が特定できること
３ インターネットを利用するにもマナーがあり、マナーを守ることによって自分へのリスクも回避されること
☆スマホの使用について… LINE等で書いた誹謗・中傷は一生消えずについてまわること、GPSの位置情報により犯罪に巻き込

まれる可能性があること

いじめにより児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがある事案が発生した場合

・直ちに教育委員会に報告し、教育委員会の支援のもと、学校長がリーダーシップを発揮し、組織的に対応し事案の解決にあたる
・いじめられた児童または保護者の訴えなどを踏まえて、迅速にいじめの解消を図る
・被害児童及びその保護者への対応、関係機関との連携、保護者会の開催の有無など起こった事案に対する対応をする
・緊急時のマスコミ対応については管理職を窓口に、「迅速性、同時性、均一性」を大切にして誠実な対応に努める
・スクールカウンセラー、保護司、人権擁護委員、警察など外部専門家が参加しながら実効的な解決を図る


